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⚫ 令和元年の養護契約入所促進通知（厚労省）がきっかけ。県内だけでなく、全国的に措置依頼が減少する中

でも、社会のセーフティネットとしての役割を果たしていくことは変わらず求められており、そんな時代が

変化する中で、養護の利活用の一つになると考えたため。

⚫ 特定施設のある当施設に合わせた契約入所の形の検討・受け入れ態勢の確立を取組課題とした。
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0101 取り組んだ課題

～措置施設における契約入所が果たす役割・可能性について～

具体的な取り組み02

⚫ 契約入所について養護施設との情報交換

老施協主催の養護老人ホーム運営員会にて、参加18施設（養護）のうち体制を整えている施設を調査。該

当施設に対し、現状や受入実績、料金体系、課題などの聞き取りを行った。

⚫ 料金体系の確立

利用料金の設定は任意となっている。

措置費相当額、生活保護における基準額、生活管理指導短期宿泊事業、緊急一時隔離（やむ措置）の費用

などさまざまな料金体系を参照し、当養護にとって適切な料金設定を目指す。

⚫ 対象者・運用の想定

契約入所促進通知では対象者を「居住に課題を抱えるもの」としており、範囲は低所得者、被災者、高齢

者、障害者など多義に渡る。事業所や行政から入る福祉相談、地域の実情を踏まえ、当施設での契約入所

の対象者や運用方法の道筋をつけていく。

⚫ 契約書作成

上記内容を基にした契約書・重要事項説明書の作成

活動の成果と評価03

⚫ 措置費相当にて料金体系を設定（収入に応じた利用者軽減も作成）。措置費39階層以上、いわゆる一定の

収入があるため最終的に措置判断に至らなかったケース、平成27年頃より取りざたされた8050問題（現

9060問題）における、障害を持つ高齢化した子供など、契約入所にて受け入れできる体制を整えた。

⚫ 契約書・重要事項説明書を作成した。

取り組みを通し、契約入所の体制は、当養護の役割を広げ、地域社会における新たな「セーフティネッ

ト」になりうると考える。

04 今後の課題

養護老人ホームの契約入所は周知浸透されていない現状。故にローカルルール（行政による措置より契約の推

進など）が懸念されるため、措置制度の活用が前提となることの周知（措置入所が必要な方に支障を及ぼさな

い配慮）が求められる。
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全国市町村の措置状況（6ヶ年推移）
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